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● 主な取り組み ● 

多くの住民や団体等が関わりながら開催するま

ちおこしスポーツイベントへの支援を行います。 

ハーフマラソン開催支援事業（①） 

菰野町の宿泊施設を利用した南伊勢町民に補助

金を交付し、菰野町の魅力を発信してもらい活性

化につなげていきます。 

観光活性化魅力発信事業（①） 

新たな魅力ある観光名所づくりを行うため、地

域資源を活用した整備を行います。 

観光名所づくり事業（①） 

① 

･地域資源を活用し、地域内に効果が波及する着地

型観光の展開に向けて、地域の魅力や特色を活か

した観光拠点づくりとその連携を促進するとと

もに、観光業、農業、商工業などの各種団体が協

働し、地域内調達率を向上させるしくみづくりに

取り組みます。その取り組みの一つとして実施し

ている、保有する地域資源を最大限に活かし、地

域ぐるみで開催しているスポーツ事業において、

参加者が全国各地から当町を訪れることを、当町

の魅力を発信する大きな機会ととらえ、関係機関

と連携し、観光資源等の活用などにより、スポー

ツの枠を超えて、魅力の創造と発信の機会となる

よう事業実施の支援を行います。 

･長期間滞在できる受け入れのしくみづくりを地

域が全体で主体的に進めていくため、鈴鹿国定公

園や里地里山に見られる豊かな生物多様性など

当町の自然の魅力を活かしたエコツーリズムや

グリーンツーリズム、健康やスポーツと組み合わ

せたヘルスツーリズムなどを促進し、既存観光資

源の磨き上げや新しい観光資源の発掘、周遊ルー

トや体験メニューの創造、情報発信に努めます。

･湯の山温泉については、温泉街の環境整備や景観

づくりを進めることで観光客の滞在時間を増や

し、にぎわいを創出していきます。また、観光業

に携わる従業員の育成などを引き続き支援する

とともに、景観整備に取り組みます。さらに、観

光業と農林商工業との連携によるオリジナル商

品の開発を行い、直売所や道の駅整備の検討に取

り組み、ふるさと納税の活用も進めます。 

･新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえた上

で、観光客の観光に対する意識の変化による観光

需要の変化などに対応できる体制づくりを推進

します。その取り組みの一つとして、比較的近隣

の観光客を呼び込むため、県内他市町と連携協力

協定を締結するなど、自治体間相互に魅力を発信

しあうことで、観光の活性化を図り、交流人口の

拡大及び関係人口の創出につなげます。 

● 施策の方向 ● 

観光客の満足度を高め、交流人口の増加を図る

ため、湯の山温泉街及びその周辺地域を観光客が

安心して快適に移動、滞在、観光することができる

環境整備を行います。 

(②)

まちの魅力を活かした観光の振興 

４－１－１ 観光 
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② 交通対策、景観等の基盤整備を進めます 

･観光客の利便性や快適性を高めるため、鉄道、バ

ス等交通事業者及び地域関係者などと協働して

環境整備を進めるとともに、観光シーズンにおけ

る自然環境及び観光客と住民に配慮した渋滞緩

和策としてパーク＆バスライドの運用やマイカ

ー規制などの交通対策を図ります。あわせて、災

害発生時の避難路などの確保を図り、安全で安心

して訪れることのできる観光地づくりを進めま

す。 

･地域の持つ魅力を最大限に伝えるため、湯の山温

泉街における景観ルールづくりなど、温泉街にふ

さわしい環境整備を推進し、関係者と協議を行い

ながら、住民参加のもとで景観づくりを図りま

す。 

③ おもてなしの向上を図ります 

･観光振興は、観光業に携わる人だけでなく、町ぐ

るみの取り組みが必要です。地域の持つ魅力を発

掘、創出、発信しながら地域が一丸となって来訪

者と交流し心から受け入れるおもてなしの観光

地づくりを目指します。 

･来訪者の滞在時間を延ばすため、魅力的かつ安全

安心な食の提供や、快適な時間を過ごすことがで

きる空間を検討するとともに、おもてなしの心の

醸成を図ります。 

･分かりやすくタイムリーな観光情報の発信や宣

伝体制を強化するため、移動端末などにも対応で

きる多様な情報媒体の活用を図るとともに、民間

事業者と連携して湯の山温泉街にWi-Fiスポット

を順次整備します。そのことによって、観光客が

快適な時間を過ごすことができる空間にすると

ともに、撮影した動画や写真などをその場で情報

発信してもらいやすくし、町の魅力発信につなげ

ていきます。 

④ 広域観光を推進します 

･当町の魅力を発信し、広域的に誘客を図るため、

単独での取り組みでは観光資源の質、量の面で限

界があることから、北伊勢広域観光推進協議会が

行っている北勢圏域全体で連携した取り組みや、

三重県、三重県観光連盟等との協働した広域観光

メニューの創出を推進していきます。 

･SNS 等による、タイムリーな情報発信と情報案内

の向上に努めます。 

快適かつ魅力的な観光地となるように、無料で

利用できる Wi-Fi 環境を整備し、観光客が情報収

集を円滑に行えるよう通信環境の利便性向上を図

ります。 

(③) 

その他関連する主な事業等 

･空家等対策事業（①） 

･北伊勢広域観光推進協議会の運営（④）
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豊かな文化の継承と活用 

４－２－１ 文化 

① 芸術文化に触れる機会の確保を図ります 

･気軽な芸術文化活動への参加や、質の高い芸術文

化に触れる機会の確保ができるよう NPO 法人「菰

野町スポーツ・文化振興会」との協働により、住

民の興味、関心を促す魅力ある文化イベントや鑑

賞機会の充実を図るとともに、イベント情報の発

信方法を検討し、広く住民の参加を呼びかける工

夫を行います。 

･子どもたちが実際に芸術文化に触れ、体験できる

機会の充実に向けて、学校教育との連携を行いま

す。 

● 施策の方向 ● 

② 芸術文化活動の促進を図ります 

･住民の主体的な文化活動を体系的に促進するた

め、芸術文化協会をはじめ、各種芸術文化団体、

サークル等の育成、支援を図り、相互の交流と連

携を促すとともに、それらの活動を支える指導者

及びリーダー的な役割を担う人材の発掘、養成を

図ります。 

･地域で草の根的に活動している個人やグループ

の活動を活発化させるため、情報提供などの側面

的な活動支援に努めます。 

菰野町の歴史を広く伝え、文化資源の活用を図

るため、町所有の郷土民具、埋蔵文化財の展示及び

保管管理、収蔵できる郷土資料館整備について検

討を進めます。 

郷土資料館整備検討事業（④） 

● 主な取り組み ● 

地域コミュニティ活動の充実、強化を図り、地域

社会の健全な発展と住民福祉の向上を促進するた

め、文化講演会やコンサート等を開催します。 

文化講演会やコンサート等の実施（①） 

自主的に共通の目的に向かって行う自主サーク

ルグループでは、会員が相互に技術の習得や教養

を高め合い、活動を通しての仲間づくりを行い、生

きがいのある生活に資することができることか

ら、それらの活動を育成、支援します。 

自主サークルグループの育成・支援(②) 
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③ 芸術文化活動の拠点整備に努めます 

･優れた文化の鑑賞の場や文化活動の発表、創造の

場となるよう計画的に文化振興拠点の整備充実

に努めるとともに、公民館や図書館などを住民の

身近な芸術文化活動の場として、更なる活用を図

ります。 

④  

･文化財を後世へ継承するため、保護が必要な文化

財の調査や指定を行い、適正な保護、保存体制の

整備を進めるとともに、古くから伝わる郷土芸能

や伝統行事、祭りなどの価値について住民意識の

啓発を図ります。 

･文化財を有効活用するため、文化財等ボランティ

アガイド等の養成と活用を図り、郷土資料の展示

公開に努めるとともに文化財を活かした様々な

取り組みを通じて、文化財の価値や魅力を地域あ

るいは対外的に伝えていきます。 

･学校教育や社会教育の場における郷土学習活動

の支援を図るとともに、郷土愛を育むための展示

や学習機会の充実を図ります。 

その他関連する主な事業等 

･スポーツ団体・指導者育成支援及び芸術

文化振興事業（①②） 

･図書館でのギャラリー展示実施（①③）

･公民館等修繕事業（③） 

町に残る貴重な文化財を一覧としてまとめると

ともに、町内の名所旧跡を案内するボランティア

ガイドを養成することで文化財の保護と活用を図

ります。 

文化財保護活用事業（④） 

国指定天然記念物「田光のシデコブシ及び湿地

植物群落」の自然を次世代へ継承するため、保存、

活用を図っていきます。 

(④) 
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① 安定した営農体制の確保に努めます 

･持続的で安定した農業経営に向けて、農業の基盤

となる施設等の整備に対する支援を行うととも

に、集落における人・農地プランの内容を検討し

ながら、集落営農の中核となる担い手や集落営農

組織の育成、確保を図ります。 

･農地の利用集積や農業機械等の共同利用を促進

するとともに、国、県と連携を図りながらスマー

ト農業等への支援を行うなど、農業生産性の向上

を図ります。 

･安定的な畜産体制の確保や施設等の整備につい

ても支援を行い、規模拡大を促進し、農業経営の

安定化を図ります。 

･競争力を向上させ持続可能な農業生産を確保す

る取り組みとして、GAP１３等の認証の取得を促し、

県や農業協同組合等の関係機関と連携すること

により営農指導体制の強化を図ります。 

● 施策の方向 ● ● 主な取り組み ● 

水稲の生産調整に対する町独自の補助金を交付

することにより、農業離れや荒廃農地を未然に防

止し、農業経営の安定化とブロックローテーショ

ンの維持による耕地の有効活用を図ります。また、

小麦、大豆を中心に、マコモや蕎麦などの特色ある

農産物の産地化をあわせて進めます。 

水田農業推進助成事業（①②） 

農業水利施設の整備を行い、維持管理費の節減

と安定的な用水供給により、農業経営の安定化を

図ります。 

水利施設等保全高度化事業（①④） 

町内の養豚場が、全国的に感染が拡大している

CSF１４（豚熱）のワクチン接種を実施した際に、接

種費用を補助することで町内における感染防止を

強化し、農業経営の安定化を図ります。 

CSF ワクチン接種支援事業（①） 

② 産地化の促進を図ります 

･「菰野ブランド」を振興するために、小麦、大豆、

野菜などの品質を高め、消費者の安全・安心志向

などに合った農産物の産地化を促進します。 

･農産物を加工した特産品を観光資源として活用

するため、マコモをはじめとした新たな農産物の

生産等を促進し、全国に向けて情報発信すること

で観光と農業のまちづくりを進めます。なお、特

産品の加工等を調査、研究し、商工業・観光業等

との連携強化を図ります。 

マコモ、大豆、関取米など特産品の農産物生産等

を促進し、商工会等との連携により特産品開発を

進め、品質向上やブランド化により販路拡大を目

指します。 

地場農産物消費拡大事業（②） 

土地改良事業を導入し、施設機能の維持、保全及

び回復を図ります。 

町単土地改良事業（④） 

持続的な農林業の振興 

４－３－１ 農林業 
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③ 地産地消の促進を図ります 

･地域住民や観光客が地元の新鮮で安全・安心な農

産物を手に入れられるよう地産地消の生産・販売

システムの構築を促進するとともに、産地直売に

ついて充実を図っていきます。 

･子どもたちが「食」に関心を持ち、「食」を通じて

健全な心身が育まれるよう地域の「食」と「農」

への理解を深める教育や交流の機会を充実させ、

地元農産物が学校給食等で活用されるよう農業

の振興を図ります。 

④ 農地、農村環境の保全に努めます 

･農業の持続的発展と農地の多面的機能を維持、向

上させるため、優良農地の保全を図るとともに、

農業基盤や楠根ためなど地域が受け継いできた

農村環境を維持、向上できる体制づくりを促進し

ます。さらに取り組みが全町に広がるよう、国、

県の支援制度を活用し、施設の長寿命化を図り、

地域組織の強化を促していきます。 

･山間部などに耕作放棄地が増加しないよう地域

農業者と情報共有を図り抑制に努めます 

⑤ 有害鳥獣対策の促進を図ります 

･鳥獣等による被害を防止するため、地域ぐるみに

よる進入防止柵設置や捕獲活動等に対する支援

を行うことと合わせて、森林の適正整備を促進

し、野生生物が集落に近づくことを防ぎます。 

･捕獲数が増大する有害鳥獣については、町猟友会

と連携を図りながら、個体数の調整を実施してい

きます。 

⑥ 森林資源の管理、活用に努めます 

･森林が持つ公益的機能や生物多様性を維持する

ため、森林の荒廃が災害につながることを認識し

つつ森林施業の条件整備等への支援に努めると

ともに、間伐材など森林資源を活用した取り組み

を進めます。 

・意欲のある林業経営者が、多数の所有者と長期的

かつ一括した契約による森林の経営管理を行え

るよう支援し、経営規模拡大につなげるなど、林

業経営の活性化を図ります。同時に所有者不明森

林の整備に努めます。 

基幹的な農業水利施設の点検及び診断を行うと

ともに適切な補修を行うことで施設の長寿命化を

図り、生産性の高い農地の維持向上を図ります。 

基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業
(ストックマネジメント）（④） 

農地の有効利用と安定した農業経営を行うた

め、耕作放棄地等の再生を進めます。 

耕作放棄地再生活動支援事業（④） 

その他関連する主な事業等 

･畜産施設等整備事業費助成事業（①） 

･中学校給食事業（③） 

･ (④)

･農地耕作条件改善事業（④） 

･危険樹木事前伐採事業（⑥） 

みえ森と緑の県民税市町交付金を活用して、ナ

ラ枯れ対策等状況に応じた森林整備を行い、森林

を支える社会づくりをすることで、森林整備によ

る災害の未然防止と被害軽減を図ります。 

みえ森と緑の県民税市町交付金事業(⑥）

ニホンザル、ニホンジカ、イノシシなどの被害防

止対策として猟友会への委託等を行い、有害鳥獣

捕獲や追払活動を実施するとともに、農業者や地

域ぐるみで設置する侵入防止施設等にかかる経費

に対し助成することで、農林業振興につなげます。

有害鳥獣対策事業（⑤） 

適切な経営管理が行われていない森林につい

て、森林管理システムを活用し、森林所有者と林業

経営者をつなぎ、担い手による森林経営管理によ

り土砂災害等の発生リスク低減を図ります。 

森林経営管理事業（⑥） 

林道舗装による路面、路肩崩落防止など、適切な

林道整備等を行うことにより、町の森林が持つ公

益的な機能を維持するとともに、森林整備効率向

上を図ります。 

林道整備事業（⑥） 

｢農｣の持つ多面的機能を有効利用した農業者と

非農業者も含めた地域共同の取り組みと農業用施

設の長寿命化のための活動を支援します。 

多面的機能支払交付金事業（④） 
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① ニーズに合った商業の展開を図ります 

･大型店舗とのすみ分けを図りながら、消費者の満

足度を高める商業を展開するため、地域コミュニ

ティの核となり得る商店街の整備や顧客サービ

スの展開を促進するとともに、利活用が可能な空

き店舗等については、改装、改修等の支援を行う

等環境整備を推進します。 

● 施策の方向 ● 

③ 企業立地の支援を図ります 

･新名神高速道路菰野インターチェンジ開設によ

る各方面への飛躍的な交通アクセス向上を活か

し、雇用の確保に向けて菰野インターチェンジ西

側の工業団地造成を支援するなど、企業進出を促

進します。 

･県や周辺市町と連携して情報収集に努めるとと

もに、立地企業のネットワーク化などの支援策を

推進します。 

● 主な取り組み ● 

商工業の成長、発展と地域の活性化を促進させ

ることを目的とし、商品、サービスの企画、開発、

加工及び販路拡大等生産段階から販売までの取り

組みや、地域資源を活用した交流人口の拡大の取

り組み等を総合的に支援します。 

商工業振興促進事業（①） 

その他関連する主な事業等 

･プレミアムお買物券発行事業（①） 

･土地区画整理事業支援事業（③） 

･企業立地支援事業（③） 

湯の山温泉街の活性化を図ることを目的とし、

湯の山温泉街の空き店舗で開業するために必要な

改修等に要する経費を町が一部補助することで、

空き店舗の有効活用を図ります。 

湯の山温泉街空き店舗開業支援事業(①) 

商工業者の経営改善を図ることを目的とし、特

に小規模事業者を中心とした事業所の経営相談等

に対応する商工会の活動を支援します。 

菰野町商工会の活動支援（②） 

② 商工業経営基盤の強化を図ります 

･商工業者の経営基盤強化のため、その意識高揚や

相談、指導の役割を担う商工会活動の支援を図り

ます。 

･産業間のつながりによる地域経済の活性化に向

けて、商工会が中心となった町内産業団体相互の

連携、交流活動を促進します。 

･万古焼などの地場産業の振興に向けては、周辺市

町と連携しながら、情報発信や支援の充実を図り

ます。 

活力を生み出す商工業の振興 

４－３－２ 商工業 


